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令和５年度BRIDGE 施策提案（6 ⽉配分）に係る事前評価 

令和５年５⽉17 ⽇ 
BRIDGE 評価委員会 

１．事前評価に係る経緯 
BRIDGE では、各省庁の研究開発等の施策のイノベーション化を推進するため、毎年度、重点

課題を設定し、各省庁から重点課題を踏まえた施策の提案を募集することとしている。 
令和5 年度の重点課題については、令和５年1 ⽉にガバニングボードにおいて、7 つの重点課

題（参考１）を決定した。 
その後、各省庁施策の提案・実施のスキーム（参考２）、提案様式（参考３）に基づき、令

和5 年2⽉16⽇から３⽉31⽇の期間に、各省庁から重点課題を踏まえた施策提案を募集し
たところ、42 件、約140 億円の提案があった。（参考４） 

各施策提案について、BRIDGE 運⽤指針５．（１）②ⅲ）の評価項⽬・基準（参考５、
６）に基づき、４⽉ 24 ⽇から 28 ⽇までの間に、プログラム統括チームによる各省庁や各省 PD
候補からの事前ヒアリングを実施した。事前ヒアリングの結果を踏まえ、4 ⽉ 28 ⽇までに、プログラ
ム統括チームから意⾒が提出されるとともに SIP 課題との整合性については SIP/PD から意⾒が
提出された。（参考７） 

BRIDGE 評価委員会において、5 ⽉ 8 ⽇から 11 ⽇までの間に、各施策提案について、各省
庁から、プログラム統括チーム等の意⾒に対する回答を中⼼としてヒアリングを実施し、ヒアリング結
果を踏まえ、今般、事前評価を取りまとめた。  

２．事前評価の結果 
事前評価は、各施策提案について、BRIDGE 運⽤指針５．（１）②ⅲ）における

「BRIDGE 制度の⽬的と整合性」、「統合イノベーション戦略等の各種戦略及びガバニングボード
が設定する重点課題との整合性」、「⽬標の妥当性、⽬標達成に向けた⼯程表の実現性」、「適
切な SIP 型マネジメント・各省庁の関連施策への反映の⾒込み」等の評価項⽬・基準に基づく総
合評価の観点、予算要求額の妥当性評価の観点からそれぞれ実施した。 

資料２ 
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（１）評価基準 
（総合評価） 

S︓⾮常に優れている 
A︓優れている 
B︓要件を満たしている 
C︓要件を満たしていない 
 

（予算要求額の妥当性評価） 
Ｓ︓要求額のとおり認められる（全額程度） 
Ａ︓概ね要求額のとおり認められる 
Ｂ︓要求額について精査が必要である（半額程度） 
Ｃ︓要求額の⼀部のみ認められる 
Ｄ︓認められない（他の事業で対応すべき） 

 
（２）事前評価に向けた検討⽅針 

6 ⽉配分ですべての財源を使い切ることを⽬指し、評価基準を緩めるべきではなく、評価基準を
満たすものに限って採択することとし、また、採択するものについても予算額を精査する。 
 評価基準を満たしたものでも、内容が不⼗分なものや、実効性に疑問があるものは条件を付ける、
⼜は、具体化するまで予算の⼀部を留保する。 

その結果、６⽉配分にあたって⼀部予算が残った場合には、９⽉配分に向けて再度提案募集
を⾏う。 

６⽉配分の際に不採択となったものについては、事前評価での指摘を踏まえ、必要な⾒直しを
⾏った上で、再度提案を⾏うことは可能とする。 

3 年間までの事業計画は認められるが、新陳代謝を進めるため、3 年間予算を固定ではなく、
年度末評価で２割程度の⾒直しを想定する。 
 
（３）各施策提案に対する個別評価意⾒（BRIDGE での実施に当たっての条件、各省での取
組に対する意⾒） 
 別添のとおり。 

なお、BRIDGE 施策については SIP 型マネジメントが求められているところ、SIP 第3 期におけ
る社会実装に向けた戦略やデータ連携の取組を踏まえ、施策を推進するものとする。 

具体的には、社会実装に向けた戦略については、成熟度レベル（XRL）を活⽤し、社会実装
に向けて、関係省庁や産業界と連携し、技術だけでなく、事業、制度、社会的受容性、⼈材の取
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組状況を把握しつつ、研究開発等を推進すること（参考８）。 
また、データを収集・管理・活⽤する施策については、データマネジメントプランを策定し、管理対

象データの設定、管理対象データの保存、共有及び必要な範囲での公開等を定めるとともに、施
策の間や SIP 課題、その他のプロジェクトとのデータ連携を図ること。また、データ連携については、
SIP 第３期においては、デジタル庁のデータ戦略でデータ基盤として位置付けられている DATA-
EXを活⽤することを原則として、SIP課題間や外部のデータベースとのデータ連携により、実現する
価値の最⼤化を⽬指すこととしており、SIP 第３期を参考として取組を進めること（参考９）。 
 
３．事前評価に基づく今後の対応 

２．（３）の個別評価意⾒について、採択することになったものについても、施策提案の実施
に向けて、研究開発等計画の具体化や⾒直しを⾏い、６⽉末に予定するガバニングボードでの実
施⽅針の決定までに、プログラム統括チームの確認を得るものとする。 

スタートアップ等による事業創出に関する施策提案については、内閣府が委託事業により設置す
る「⽀援機関」（参考１０）と調整の上で、スタートアップの主体やビジネスモデルなどについて検
討を⾏い、事業⾯での⽀援にあたって必要な場合には、９⽉配分の機会に追加配分を⾏うことと
する。 

また、今回不採択になったが、引き続き BRIDGE での実施を希望するものには、9 ⽉配分にあ
たって提案の機会を設けることとするが、その場合には、事前評価での意⾒への対応を明確にした
上で提案を⾏うこととする。 

年度末評価のスケジュールや実施⽅法については、別途、内閣府事務局より連絡することとする。 
なお、対象となった施策の推進に当たって、SIP第3期課題と関連する施策がある場合について

は当該SIP の PD が SIP 推進委員会での意⾒を踏まえつつ、提案、助⾔及び⽀援を実施するこ
ととしている。SIP 第 3 期課題と関連がない施策においても、各省 PD は、関係省庁や産学官の
有識者が参加する推進委員会等を設置し、施策の推進にあたっての意⾒を聴くことが望ましい。 
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(参考１)



5 
 

（参考２） 
各省庁施策の提案・実施のスキーム 
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（参考３） 
 

研究開発等計画書（様式） 
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（参考５） 

 

施策提案の事前評価に係る評価項目・評価基準 

（ＢＲＩＤＧＥ運用指針５．（１）②ⅲ）） 

 

５．（１） 

②研究開発型における対象施策に対する評価 

ⅲ）評価項目・評価基準（事前評価の対象は赤字部分） 

a）BRIDGE の制度の目的との整合性 

b）統合イノベーション戦略等の各種戦略及びガバニングボードが設定する

重点課題との整合性 

c）目標（特にアウトカム目標）の妥当性、目標達成に向けた工程表の達成

度合い 

d）適切な SIP 型マネジメントがなされているか。また、各省庁の関連施策

（予算事業に限らず、各省庁が所掌事務として実施する施策をいう。）に反

映が見込まれるかどうか。 

e）民間研究開発投資を呼び込むための取組の進捗状況 

f）事前評価の際には、上記 a）から d）の見通しを踏まえ、施策を実施する

ことにより、各省庁の研究開発等の施策のイノベーション化が推進される

かという観点から、BRIDGE における施策の実施の可否について判断を行

う。 

g）最終評価の際には、上記 a）から d）に加え、見込まれる効果あるいは波

及効果、民間研究開発投資誘発効果及びその見込み又は財政支出の効率化

に係る効果及びその見込み、終了後のフォローアップの方法等が適切かつ

明確か。 

h）追跡評価の際には、各課題の成果の実用化・事業化の進捗状況、見込ま

れる効果あるいは波及効果に加え、民間研究開発投資誘発効果及び財政支

出の効率化 

i）その他、対象施策ごとに特有の事情等を勘案し、必要に応じ、BRIDGE 評

価委員会が定めることができる。 
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（参考６） 

 

事前評価の評価項⽬に関する検討事項 
 
 
① BRIDGE 制度の⽬的との整合性 

 施策の内容が、BRIDGE の⽬的である、各省庁の施策のイノベーション化（研
究開発等の施策で開発された⾰新技術等を社会課題解決や新事業創出に橋
渡しするための取組）に推進するものであるか。 

 ⺠間研究開発投資の誘発⼜は財政⽀出の効率化に資する取組であるか。 
 

② 統合イノベーション戦略等の各種戦略及びガバニングボードが設定する重点課題との
整合性 
 統合イノベーション戦略その他の各種戦略として位置づけられているのか。 
 SIP 課題との整合性について、SIP 課題で⽬指す将来像からみた意義、SIP 課

題の社会実装に向けた位置づけ、SIP で実施する研究開発テーマとの関連性・
連携の可能性等があるか。 

 重点課題要件との整合性について、施策内容、研究開発の⽬標、社会実装⽬
標、対象施策の出⼝戦略等が、各重点課題の⽅針、要件、評価基準に沿った
ものとなっているか。 

 
③ ⽬標の妥当性、⽬標達成に向けた⼯程表の実現性 

 研究開発等の⽬標が、BRIDGE 期間内で実施する⽬標として妥当か。 
 ⽬標達成に向けた⼯程表について、毎年度の実施内容や達成⽬標（成熟度指

標等を活⽤）が明確であって、実現性があるか。 
 BRIDGE 期間後のエグジット戦略が明確であり、社会実装に向けた道筋が明確

であるか。 
 ⽬標達成の⾒込みがない場合には⾒直しを⾏う、⽬標を上回り早期の社会実装

が期待される場合に前倒しするなどの機動的な運営が可能か。 
 
④ 適切なＳＩＰ型マネジメント・各省庁の関連施策への反映の⾒込み 
 各省庁が任命予定の各省 PD を中⼼として、SIP 型マネジメントが発揮できるマ
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ネジメント体制を構築できるか。 
 実施体制について、公募を⾏わない場合に、公募を⾏わない理由として妥当な内

容であるか。 
 ⺠間企業・スタートアップの参画や連携などにより社会実装に向けて必要な体制

が構築できるか（公募等で構築できる⾒通しがあるか）。 
 ⺠間企業から社会実装に向けての貢献が⾒込まれるか。各年度予算⼜は総予

算額に対するマッチングファンド 25%以上を⽬標とし、⽬標達成の⾒込みがあるか。 
 各省庁が BRIDGE 施策についてコミットし、BRIDGE 期間後に BRIDGE 施策

の内容を関連施策に反映し、取り組むことが⾒込まれるか。 
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（参考７） 

 

プログラム統括チーム及び SIP/PD からの主な意⾒ 

 

プログラム統括チーム及び SIP/PD から提出された主な意⾒は下記のとおり。 
 

記 

 

 SIP 第 2 期や PRISM の成果を活⽤する場合にはこれまでの成果と今後の取組との
違い。 

 SIP 第 3 期本体でなく BRIDGE として実施する理由如何。 
 各省庁の予算ではなく BRIDGE として CSTI の機能を使う必要性如何。 
 スタートアップと⾔っているものについて、具体的なスタートアップの事業化の⾒通しはあ

るか。 
 研究開発型として新たな研究開発要素は何か。イノベーション化に向けた⼈材育成等

も重要だが、⼈⽂社会系も含む研究開発要素が必要。 
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（参考８） 
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（参考９） 
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（参考１０） 



27 
 



28 
 

 

 

 


